R06 冬　府高教　本部

項目２

○　皆様方との良き労使関係については、これまでの経過を尊重し、今後とも、双方の努力によって築いてまいりたい。

○　また、職員の勤務労働条件に関わる事項については、所要の協議を行うとともに、教育施策の実施にあたり勤務条件に密接にかかわる事項（管理運営事項）については、必要に応じて説明を行ってまいりたい。

項目５

○　府立高校の再編整備については、令和５年３月に策定した「府立高等学校再編整備計画」基づき取り組んでいるところ。

○　引き続き、今後の生徒数の減少を見据え、教育内容の充実とあわせて、適正な学校配置に向けた再編整備を進めてまいる。

項目６

○　教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施しているところ。

〇　平成25年度からは、授業アンケートを踏まえた教員評価の仕組みを導入し、この間、客観性・適正性をより一層確保するため必要な改定を行いながら定着を図ってきたところ。
　
〇　今後も適正に運用し、よりよい制度とするため、今年度８月に評価・育成システムに関する教職員のアンケートを実施した。アンケートで回答された意見も参考に「教職員の評価・育成システム」の充実・改善を図ってまいりたい。

項目７

○　教育課程については、法令及び高等学校学習指導要領、並びに「大阪府立高等学校教育課程基準」に基づき、各校において地域や学校の実態等を考慮して編成されているものと認識している。

項目１２イ

○　高等学校の学級編制については、国が定める40人という標準を堅持しつつ、国措置定数を最大限活用して教育条件の改善を図る中で、多様な高校教育の展開に対応することとしている。

項目１５

○　「2025年日本国際博覧会児童・生徒招待事業」は、次世代を担う大阪の子どもたちに、大阪・関西万博において、最先端の技術やサービス等に触れる体験を通じて、将来に向けた夢と希望を感じ取ってもらうために実施するものである。

〇　家庭環境に関わらず、出来るだけ多くの児童・生徒が来場できるよう、学校単位の招待としているが、参加は強制ではなく、各学校において判断いただくものと考えている。

〇　救急時の具体的対応や災害時の避難等の安全対策については、博覧会協会が防災基本計画（改訂版）及び防災実施計画（初版）をまとめている。

〇　引き続き、子ども達の安全・安心な来場に向けた調整を各所と進め、各市町村教育委員会や各学校へ情報提供してまいる。

○　万博推進局が作成した「高校生向けEXPO教育プログラム」は、万博テーマに関連した社会課題について学び、解決策を考える探究プログラムであり、「探究的な学び」に役立つ教材であると考えている。

〇　活用にあたっては、「総合的な探究の時間」や「LHR」など各校の取組みに照らし合わせて、学校にご判断いただいている。

項目二１８

○　勤務労働条件に関わる事項については、皆様方と十分に協議を行ってまいりたい。


項目２６、１１９，１２２，１２４，１２６カ

○　週休日の振替については、職員の健康保持の観点から、原則として同一週（日曜日から土曜日）内の振替を基本とするとしている。

○　また、勤務時間条例において「週休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日を人事委員会規則で定める期間内（勤務を命ずる日を起算日とする前４週間・後８週間以内、教育職員でかつやむを得ない場合に限り、前４週間・後16週間以内）に他の日に振り替えることができる。」こととしている。

〇　休日については、原則として勤務を命じないものであるが、いわゆる超勤４項目に関する業務を命じた場合には、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（給特法）において、休日勤務手当が支給されないことから、必ず、当該勤務を命じた休日の８週間後までの期間で、代休日の指定を行わなければならないものとしている。
                                               
○　勤務時間の割り振りの変更については、校長が、学校運営上必要と認める場合に行うことができ、実施する場合は、少なくとも1週間程度前に関係職員に知らしめておく必要がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇　その中で、育児又は介護を行う職員については、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間）以外の時間において、当該勤務時間を割り振るようにしている。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇　また、宿泊を伴う学校行事の引率業務等の１時間単位の勤務時間の割振りについては、引率業務を行う職員の健康、疲労度等を十分考慮し、適宜休憩時間を確保するなど無理のない行事計画（勤務時間の割振り）としている。

〇　教育職員に対する時間外勤務については、超勤４項目に該当する業務に従事する場合に限り、命令することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○　なお、教育職員については、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」及び「職員の給与に関する条例」の規定から、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給することは困難である。

項目２８

○　「大阪府における部活動等の在り方に関する方針」においては、部活動の指導・運営に係る体制の構築について、校長に対し、教員だけでなく、部活動指導員等の適切な指導者を確保していくことを基本としたうえで、教員の長時間勤務の解消等の観点を踏まえた適正な数の学校部活動の設置及び、学校全体としての適切な体制を構築するよう示している。

項目３１

○　合宿等については、顧問である教職員の自発性、生徒の自主性に基づいて企画され、学校を離れて泊を伴う活動として行うものであり、原則として旅費が公費から支給されるものではない。しかしながら、合宿等が学校管理下でおこなわれることから、学校運営に支障のない限り、要勤務日については、正規の勤務時間を勤務したものとして取り扱うこととし、週休日等については、教員特殊業務手当の支給対象としたところ。

項目二３１

※下線部のみ回答
○　教員特殊業務手当については、平成30年4月から義務教育費国庫負担金の算定基礎額を下回る手当額について増額改定を行うとともに、部活動指導等に係る手当にあらたな時間区分を設ける等の改正を行ったところ。

○　今後とも国の動向や府の財政状況等を踏まえつつ、適切な対応に努めてまいりたい。

項目３２

○　学習指導要領における部活動の位置付けは、学校教育の一環として、生徒の自主的・自発的な参加により行われるものとされている。

○　また、「大阪府における部活動等の在り方に関する方針」においては、部活動の指導・運営に係る体制の構築について、校長に対し、教員だけでなく、部活動指導員等の適切な指導者を確保していくことを基本としたうえで、教員の長時間勤務の解消等の観点を踏まえた適正な数の学校部活動の設置及び、学校全体としての適切な体制を構築するよう示している。

○　上記により設置される部活動に要する費用等については、原則各校において私費により会計処理されているものと認識している。

○　授業だけでなく部活動にも使用する備品・消耗品については、各学校へ配当している予算にてご対応いただいているところであり、既存の学校予算が不足する場合は、実情に即した予算配分に努めてまいる。

〇　厳しい財政状況の中ではあるが、今後とも学校運営に支障が生じないよう、必要な予算額の確保に努めてまいる。

項目３４

○　学習指導要領における部活動の位置付けは、学校教育の一環として、生徒の自主的・自発的な参加により行われるものとされている。

○　また、「大阪府における部活動等の在り方に関する方針」においては、部活動の指導・運営に係る体制の構築について、校長に対し、教員だけでなく、部活動指導員等の適切な指導者を確保していくことを基本としたうえで、教員の長時間勤務の解消等の観点を踏まえた適正な数の学校部活動の設置及び、学校全体としての適切な体制を構築するよう示している。

○　上記により設置される部活動に要する費用等については、原則各校において私費により会計処理されているものと認識している。

項目３５

○　「部活動大阪モデル」の推進にあたっては、令和６年度から、ペア校に部活動がない等の理由からペア校との合同部活動の実施が困難な場合、ペア校以外との合同部活動も「部活動大阪モデル」として認め、部活動指導員を配置することができるよう運用の柔軟化を図るとともに、顧問に専門性がある場合でも、介護や子育て等の理由により指導が困難である場合は部活動指導員の配置を可能としている。

項目３６

○　外部人材の活用については、部活動における指導の充実と、教職員の負担を軽減するため、事業の主旨の徹底を図るとともに、活用内容を精査し、必要となる予算の確保に努めているところ。


項目３８

○　各学校において、生徒等による授業アンケートを活用し、組織的に授業改善に向けた取組みが進められていると認識している。

○　大阪府立学校条例において、教員の授業に関する評価は、生徒又は保護者による授業に関する評価を踏まえて行うものと規定されたことを受け、授業アンケートを、授業を行う教員の育成に役立てるとともに、その結果を「教職員の評価・育成システム」において「授業力」評価を行うために踏まえるべき重要な一要素として位置付けた。

○　今後とも本システムがより良い制度となるよう、充実・改善を図ってまいる。

項目４２

○　生徒や保護者のニーズが多様化している中、生徒一人ひとりの個性や実情に応じた多様で柔軟な学びを実現することが重要と考えている。

項目５０ア

○　入学者選抜業務において、実施計画を作成するにあたっては、勤務時間内での計画を指示している。また、入学者選抜の学力検査当日、教職員は、受験生の集合時刻以前の時刻から備える必要があることから、事前に、学校の実態に合わせて勤務時間を繰り上げる措置をとっていただくよう指導している。

項目５０カ

○　現行の入学者選抜制度における基本的な理念の一つに、高等学校が自校のアドミッションポリシー（求める生徒像）に適う生徒を求めることができることを掲げている。

項目５０サ

○　これまでも、大阪府公立高等学校入学者選抜における学力検査の各教科の答案用紙の写し等の開示については、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、各高等学校において対応している。


項目７２ア

○　府教育庁では、府立学校ネットワークサポートセンターやＧＩＧＡスクール運営支援センターを設け、ＩＣＴ機器等に関する各校からの問合せに対応しているところ。

項目７２イ

○　教科・科目等の特質等を踏まえ、これまでの教育実践にICTを効果的に取り入れ、児童・生徒の学びを深化させることが必要であると認識している。

項目７２ウ

○　教員が授業で活用する端末については、全校に対してChromebookや校務用の共用端末機配備しております。

項目７２カ

○　生徒の１人１台端末のリース期間満了に伴う各種対応については、関連事業者と必要な調整を行いながら、効率的な作業実施に努めてまいる。

項目７３

○　府教育庁では、ＧＩＧＡスクール運営支援センターを設け、全教職員を対象として、児童生徒１人１台端末に関する問合せ対応等を通じて、各校の支援を実施しているところ。

項目７６

○　教材については、各校の実態に応じ、作成いただいているものと認識している。

○　府教育庁では、すべての教科においてICTが効果的に活用されるよう、研修や実践事例の共有等を通じ、必要な支援を行っている。

○　あわせて、ＧＩＧＡスクール運営支援センターを設け、全教職員を対象として、児童生徒１人１台端末に関する問合せ対応等を通じて、各校の支援を実施しているところ。


項目７８ア

○　生徒１人１台端末をはじめ、教室等への無線アクセスポイントや電子黒板機能付きプロジェクタの整備などを行っている。

項目７８イ

○　統合ICTネットワークについて、安定稼働を維持できるよう、監視や品質管理などの運用管理を継続して行っているところ。

○　校務処理システムについて、効果的に校務に有効活用いただけるよう、引き続きシステムの改修等に努めてまいる。

○　さらに、各校からの問合せに迅速に対応できるよう、府立学校ネットワークサポートセンターにおいて、電話やメールによる支援を行っている。

項目７８ウ

○　ネットワーク関係について、府教育庁では、GIGA、統合、学情ネットワークの一元的な窓口として、府立学校ネットワークサポートセンターを設け、ネットワークだけに限らず、校務用端末やLAN教室端末等の機器、および校務処理システム等に関する各校からの問合せに対応しているところ。

項目７９エ

〇　扶養・住居・通勤手当の支給の開始は、各規則で規定されているので、これに基づき支給しているところ。

○　実務では、教職員のSSC入力（届出）によりその日をもって受理日として取扱い、添付書類の到達の遅れによる手当支給の不利益とならないようにしているところ。

〇　支給要件に該当又は変動がある場合には、速やかに入力（届出）をしていただくよう、SSCインフォメーションなどでもお知らせを行っているところ。

〇　なお、扶養・住居・通勤手当の事務手続きについては、SSC（総務サービスシステム）のマニュアル・規定集・データ集に掲載し、操作方法については、SSCコールセンターに問い合わせいただくことも可能となっている。

〇　今後も引き続き、事務手続きの周知に努めてまいる。

項目三１０２（ア）

※下線部のみ回答

○　非常勤講師の報酬及び支給方法の見直しについては、勤務実績に応じた報酬となるよう是正したものであり、ご要求に応じることは困難である。

項目１０２

○　非常勤講師の勤務時間については、授業に付随する準備や評価の時間として授業の開始時刻の前５分、終了時刻の後５分を含むものとし、現行の報酬単価を設定している。

○　非常勤講師の年間時間数については、学習指導要領で年間の授業時間数の標準が３５週とされていることを踏まえ、配当を行っている。

項目三１０２（オ）

○　臨時的任用職員にかかる期末・勤勉手当及び退職手当制度については、基本的に国制度に準拠しているところ。

○　会計年度任用職員に対しては皆様方と協議の上、期末手当及び勤勉手当を支給しているところ。

○　なお、支給対象者は国の非常勤職員の取扱いや「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」（総務省）の内容を踏まえ、週あたり１５時間３０分以上勤務の職員としている。

〇　会計年度任用職員に対して退職手当を支給することは地方自治法の規定から困難である。

項目三１０２（キ）

○　教育職給料表の２級は教諭の職務の級とされており、臨時講師に適用することは困難である。

項目三１０４

○　項目二　部活動のあり方についてのNo31で回答したとおり。

項目三１１６

〇　万博会期中に混雑が予想されている経路を利用する職員の通勤経路の認定については、今後、取扱いを検討してまいる。

項目１２０．１２６ウ

○　府立学校においては、長時間勤務の要因について分析を実施し、特に部活動方針の遵守など府立学校全体の課題に応じた取組みを令和６年２月に定めたところ。

〇　更に、これらの取組を着実に進めるため、令和６年度の夏季休業期間中に長時間勤務が常態化している教員が在籍する学校の校長に対し、ヒアリングを実施した。

○　ヒアリング対象になった学校については、今後も進捗管理を行い、必要に応じて改善を促してまいる。

〇　併せて、デジタル採点等のＩＣＴを活用した校務運営の効率化や多様な人材配置等に取り組むことで、教員の負担軽減とワークライフバランスを実現させてまいる。

項目三１２４

※下線部のみ回答

〇　国に対しては、昨年度、給特法等の法制的な枠組みを含めた教員の給与制度の抜本的な見直し等、処遇改善策の検討を進めるとともに必要な財源措置を講じるよう要望を行った。

〇　今年度についても、「経済財政運営と改革の基本方針2024」において示された、教職調整額の引上げをはじめとした処遇改善策の確実な実施に向けて、必要な財源措置を講じるよう要望したところ。

○　教育職員については、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」及び「職員の給与に関する条例」の規定から、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給することは困難である。

項目１３９

○　外国語指導員及び外国語指導助手については、国の非常勤職員制度や、府の常勤職員の状況を勘案した上で、また、府における他の非常勤職員との間に権衡を保つため、現行の休暇制度としている。

〇　年次休暇の取得については、次世代育成支援対策推進法に基づき令和２年４月に策定した大阪府特定事業主行動計画（後期計画）において、職員一人当たりの平均取得日数15日以上を目指すこととしたところ
。
〇　また、非常勤講師の年次休暇については、国の制度を基本としながら対応しているところ。引き続き国の動向を注視してまいる。

項目１４３

〇　非常勤職員の特別休暇等については、有給の特別休暇として平成31年４月に結婚休暇、令和２年４月に夏期休暇を新設し、令和４年４月からは出生サポート休暇の創設、産前産後休暇の有給化など、国の非常勤制度を基本としつつ、府の常勤職員の状況も勘案しながら改正してきたところ。

〇　また、国に準ずる必要があることから、非常勤教職員の特別休暇（ドナー休暇、育児時間、生理休暇、病気休暇、子の看護、介護休暇、短期介護休暇、介護時間）について、常勤と同様に有給とすることは困難である。

項目１４９，１５０，１７１

○　教職員定数については、国に定数改善を要望するとともに、国において措置される定数を最大限に確保し、教育水準や教育課題への対応を踏まえながら、一層適正な定数管理、効果的な配置ができるように努めてまいる。

項目１５１ア、ク

〇　府教育庁と、定数の範囲においては、基本は正規教員が担うものと考えている。

○　採用予定数については、生徒数や教職員の退職者数、再任用者数、国の定数改善計画等の動向を踏まえつつ、教員が有する経験や指導方法の円滑な伝承、学校運営体制の維持、管理職の確保等のためのバランスのとれた年齢構成等に配慮しながら、毎年度決定している。

○　新規採用者数については、これまでも採用予定数に見合うよう確保に努めてきたところ。

○　なお、教員採用選考においては、これまで常勤講師等経験者について、第１次選考に加点を行ってきたところ、令和６年度実施の教員採用選考より、第１次選考（筆答テスト）を免除することと決定した。

○　産休・育休などの代替措置については、業務に支障が出ないよう、各学校の状況等をお聞きしながら適切に対応してまいる。

○　今後とも可能な限り新規採用者を確保するとともに、各学校の実情等を勘案し、教職員の配置を行うなど、適正な勤務労働条件の確保に取り組んでまいる。

項目１６５

○　府立高校では、１か月を超える病気休暇等の代替については、非常勤講師を措置しているところ。

○　また、教員の長期の休職者などに対する代替については、一定の要件のもとに常勤の講師を任用できるようにしている。

項目１６６

○　実習教員、事務職員及び技術職員の病気休暇・休職、介護休暇、妊娠障害休暇等の代替措置については、一定の要件のもと非常勤補助員を配置することとしている。

○　代替職員の任用にあたって、引継ぎ日を設けることは困難である。
項目１６８

○　府教育庁では、「ヤングケアラー支援体制強化事業」等を活用して、キャリア教育コーディネーターを希望する全ての府立高校に配置している。

項目１６９，１７０

〇　府教育庁では、教職員とスクールカウンセラー等が協働する「チーム学校」としての教育相談体制の充実をめざし、「障がいのある生徒の高校生活支援事業」の中で、公認心理師又は臨床心理士の資格を有するスクールカウンセラーをすべての府立高校に配置している。また、今年度から、不登校の課題の大きい高校に対してスクールカウンセラーの配置拡充を行っている。

〇　また、職業学科を設置する高等支援学校５校と府立中学校２校を含む122校にスクールソーシャルワーカーを配置するとともに、府立学校向けSSW定期相談会の開催や、SSW未配置校へのSSWSVの定期巡回などを実施している。

○　スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の定数化については国の動向を注視してまいる。

項目１７２

○　府教育庁では、府立学校ネットワークサポートセンターやＧＩＧＡスクール運営支援センターを設け、ＩＣＴ機器等に関する各校からの問合せに対応しているところ。

○　また、全校トップページに、統合ICTネットワーク及び学校情報ネットワークそれぞれのチームサイトを掲載し、ネットワークを管理されている教職員の負担軽減になるよう努めている。

項目１８３

○　生徒の教育活動の裏付けとなる教職員旅費は、従来から教育予算と位置付けし、厳しい財政状況の中、一定の予算措置がなされてきたところ。

○　旅費予算については、これまでから、各校の計画額を基に必要額を確保し、予算配当してきたところ。
○　令和６年度の旅費予算については、学校から提出いただいた予算執行計画をもとに配当し、11月に実施の予算執行状況調査結果により、今後、追加配当等の再調整を行う予定としている。

○　府の財政は依然厳しい状況にあるが、今後とも引き続き、生徒の安全管理や学校運営に支障をきたさないよう、財源の確保に努めてまいる。

項目１８３エ

○　府教育庁においては、医師の指示により、看護師の付添いがあれば修学旅行への参加が可能となる重度障がいを有する生徒に対し、看護師の付添い措置を講じている。

項目１９１

○　令和６年７月１日付け教総第1896号の別紙１にて、「国費端末機の回収は新規教職員端末機の配備校を対象に令和6年度から令和8年度にかけて行う。その後の回収予定はない。回収漏れの無きよう各校ご対応願います。」と通知している。

項目１９３

〇　一般的な学校行事に必要な経費（付添旅費や入場料等）は各校において措置している。

○　また、部活動に要する費用等については、原則各校において私費により会計処理されているものと認識している。

○　外部人材の活用については、部活動における指導の充実と、教職員の負担を軽減するため、事業の主旨の徹底を図るとともに、活用内容を精査し、必要となる予算の確保に努めているところ。

○　学校行事の付添に必要な入場料などについては、限られた予算の範囲内で必要額を各学校に措置している。

○　また、授業だけでなく部活動にも使用する備品・消耗品については、各学校へ配当している予算にてご対応いただいているところ。

〇　なお、学校配当予算で対応が困難な授業だけでなく部活動にも使用する物品の更新等については、各校へ購入希望順位を記した更新等要望調査を実施し、状況を調整しながら限られた予算の範囲内で対応している。

〇　厳しい財政状況の中ではあるが、後とも学校運営に支障が生じないよう、必要な予算額の確保に努めてまいる。

項目１９４ア

○　学校の老朽化対策については、「府立学校施設長寿命化整備方針に基づく事業実施計画」に基づき、計画的な改修等に順次着手しているところ。

〇　危険な箇所への対応については、これまでも各学校から要望を伺いながら、予算の範囲内ではあるが、速やかな改修に努めている。

項目１９５

○　すでに設置している府立高校の普通教室等の空調設備については、令和３年度から順次更新し、令和５年度にて完了した。

○　また、体育館空調については、熱中症対策として、令和元年度から、府立学校の体育館への空調設置を計画的に行っており、令和６年度は旧市立高校に設置する工事を実施しているところ。

○　なお、全館冷暖房などの実施については、昨今の平均気温の上昇や猛暑日の増加などの環境の変化を踏まえ、特別教室等の使用状況等を検証した上で、生徒の学習環境の改善に必要な対策を検討してまいる。
また、教職員については、職員室に空調設備を設置済みであるが、職員室内にすべての教員の席が確保できない学校については、各校の状況を確認しながら、個別に対策を検討してまいる。

○　空調設備の設定温度については、文部科学省作成の「学校環境衛生管理マニュアル」により、室内の温度を、冬期は１８～２０℃、夏期は２５～２８℃程度に保つことが最も学習に望ましいとされており、例年、この範囲で最も環境に配慮した温度を標準温度として設定している。
しかしながら、感染症の拡大防止のため、空調使用時においても換気を行う必要があるので、機器の設定温度を２８℃にしても室温が２８℃付近になりにくい場合などは、機器の設定温度を下げて稼働していただくよう全高等学校に依頼している。

○　空調設備の稼働時間については、事業者との契約の範囲内で定めてきたところであるが、教育活動の多様化に伴う稼働時間の増加など、各校の取り組み状況や実情を伺った上で、生徒の健康管理にも留意しながら柔軟な対応に努めてまいりたい。

○　生徒の安全確保のため、授業以外のクラブ活動や行事などの学校活動も含め、学校長が必要と判断する場合は、各校の実情に即した空調設備の運用をお願いしており、予算に不足が生じる場合は必要額を措置している。
　　なお、今年度に関しても原油価格高騰の影響により光熱費も増加していることから、必要額を各学校に措置している。

〇　厳しい財政状況の中ではあるが、今後とも学校運営に支障が生じないよう、必要な予算額の確保に努めてまいる。

項目２２９ア

○　労働安全衛生法等の関係法令に基づき、大阪府立学校職員安全衛生管理規程にて、職員の健康管理や労働災害の防止を含む労働安全衛生に係る事項について定め、適切に実施するよう安全衛生管理者研修等を通じて、安全衛生管理者に指導している。

項目２３４

○　非常勤講師については、採用時の健康診断を自己負担で受けていただくよう、お願いしているところ。

○　非常勤職員の健康診断については、労働安全衛生法所定の要件を満たす職員に実施しているところ。同法所定の要件に満たない非常勤職員については、希望者に実施しており、結核検査については公費負担しているところ。

項目２３５

○　メンタルヘルス対策については、予防と早期発見、対応が極めて重要であると認識しており、心身の不調を未然に防ぐため、府立学校においては、全教職員を対象としたストレスチェックを実施している。高ストレスと判定され、面接指導を希望する教員に対しては、産業医等による面接指導を実施している。

〇　また、ストレスチェックによる集団分析を課程別・分校別に行い、職場の安全衛生管理者である校長・准校長へ結果を通知するとともに、集団分析結果を職場環境改善のためのツールとして活用し、職場環境改善に取り組むよう指導している。

〇　公立学校共済組合大阪支部では、「大阪メンタルヘルス総合センター」を設置し、教職員を対象とした対面及びオンラインによる個別相談、研修、職場復帰支援事業等を実施している。

項目２４５

〇　教育委員会では、「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び対応に関する指針」、「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止及び対応に関する指針」、「職場におけるパワー・ハラスメントの防止及び対応に関する指針」の３つの指針を策定し、校長等管理監督者はもとより、教職員一人ひとりが、ハラスメントについての正しい理解と十分な認識をもって、すべての職場でハラスメントのない快適な働きやすい環境づくりをめざしている。

○　また、従前より教職員に対して、指針や相談窓口の周知徹底を図っているが、「府立学校に対する指示事項」においても、職場におけるハラスメントの防止を取組みの重点事項として掲げるとともに、ハラスメントの未然防止、良好な勤務環境の維持、校内相談窓口の周知と適切な対応を取組み項目としてあげている。

○　ハラスメントの相談窓口として、各学校、教職員人事課、府職員総合相談センターのほか、令和４年度からはハラスメント専門相談窓口を外部相談機関に委託し、相談時間等の拡充を行った。さらに、令和４年度に府立学校の教職員を対象として実施した「教職員間のハラスメント実態把握アンケート」をふまえ、来年度から、外部相談窓口の相談時間等を拡大する方向で検討しており、詳細については、改めて示させていただく。

〇　事案が発生した場合は、各指針に基づき関係者のプライバシーに配慮しつつ、相談者に寄り添いながら対応している。

項目２５７

○　人事異動については、人事基本方針に基づき、校長・准校長の具申をもとに、計画的に実施しているところ。
〇　各学校の校長、准校長に対しては、人事ヒアリングは必ず全員に対して行い、本人の状況を十分聴き取るよう、お伝えしている。

